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 保育所等の認可及び利用定員の設定について 

 

１ 宇都宮市子ども・子育て支援事業計画について 

（１）供給体制の確保について 

宇都宮市子ども・子育て支援事業計画（平成２７年３月策定）における，供

給体制の確保については以下のとおり。 

ア 計画期間 

・ 平成２７年度～平成３１年度 

イ 提供区域 

・ 利用者の移動範囲，既存施設の配

置，区域内施設の利用率のバラン

スのとれた区域として，８区域を

設定 

・ 北西部区域（篠井・富屋），上河内

地域を除く６区域において，３号

認定子ども（０～２歳保育の必要

あり）の供給量が不足している。 

ウ 供給体制確保の目標量 

・ 平成２９年度末までの待機児童の解消を目指すため，本市の全市的な

需給計画として，３号認定子ども１，４９６人分（平成２７年度との

比較）の供給体制の確保を図る。 

 

（２）供給体制の確保方策について 

ア 特定教育・保育施設（認定こども園，幼稚園，保育所）による確保 

 利用定員の見直し ５０６人分…① 

 施設整備等    ４００人分…② 

イ 地域型保育事業（小規模保育，事業所内保育事業等）による確保 

 認可外施設の認可施設移行や小規模保育等の新設 ５９０人分…③ 
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２ 認可予定施設等について 

（１）認可について（利用定員の設定含む） 

「宇都宮市子ども・子育て支援事業計画」に定めた目標達成に向けて，平成

３０年４月以降に開所を予定する下記の教育・保育施設につき，「宇都宮市児童

福祉施設事業者選定委員会」において認可事業者・認可施設として選定したと

ころであり，現在，各事業者において，認可に向けた準備を進めている。 

（※事業者選定審査結果概要は別紙１，位置図等は参考資料１参照） 

 

類型 区域 事業者 施設名称（仮称） 
利用定員 

１号 ２号 ３号 

保育所 本庁 （福）ともの会 ひので保育園 ― ７１名 ３９名 ※

幼保連携

型認定 

こども園 

南西部 （学）池田学園 ひじり認定こども園 ６６名 ３９名 ３３名

北東部 （学）やまざき学園 認定こども園釜井台 ２６０名 ６０名 ４５名 ※

本庁 （学）清愛学園 認定こども園清愛幼稚園 ３０名 １５名 １０名

地域型 

(小規模Ａ)

本庁 （株）キープキャリエール ゆめキララ保育園ひらいで ― ― １９名 ※

北東部 （学）開陽舎 ひのおかナーサリー ― ― １９名 ※

計 ３５６名１８５名１６５名

※印の施設は，現在，国に対する補助協議を申請中 

 

（２）利用定員の設定について 

新たに「給付対象の幼稚園」へ移行予定の幼稚園についても，上記の認可予

定施設と同様に，現在の利用状況を踏まえ，利用定員を設定する予定 

 

類型 区域 事業者 施設名称（仮称） 
利用定員 

１号 ２号 ３号

幼稚園 

（給付対象） 

本庁 （学）聖公会北関東学園 愛隣幼稚園 ３０名 ― ― 

東部 （学）清原ミドリ幼稚園 清原ミドリ幼稚園 １３５名 ― ― 

計 １６５名   
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３ 現行計画の進捗状況について 

施設整備（１ページ②③）により供給体制の確保を図る３号認定子ども 

９９０人分のうち，９４０人分（前ページ記載分も含む）を確保している。 

 残り５０人分については，新年度，老朽化に伴う増改築に併せ定員増する施

設など，施設整備による供給体制の確保を基本として，「利用定員の弾力化」も

活用しながら，目標を達成する見込み 

 なお，現時点における本市の保育ニーズ量については，計画値を上回ってい

ることから，平成３０～３１年度の保育ニーズ量について見直し予定  

⇒ 詳細は議事（２） 

 

 

 

（※参考）保育所等の認可までの手続き 

手続き 内容 

事業者の公募 宇都宮市子ども・子育て支援事業計画に基づき，保育供給量

が不足する区域につき，保育事業者を公募する。 

審査 一次審査：庁内関係部署が所管法令の適合状況を確認する。

二次審査：学識者や施設長経験者等の外部専門委員により，

代表者等の適性，事業の実施方針，保育計画等を評価する。

宇都宮市児童福祉施

設事業者選定委員会

上記審査の結果を踏まえて，認可事業者・認可施設としての

適否を庁内関係部署の合議により判断する。 

子ども・子育て会議

 

支援事業計画に基づく供給体制の確保方策として，認可する

施設の区域・定員等が適切か，ご意見を伺う。（児童福祉法等）

認可 申請を受け，本市条例等の基準に合致していることを確認の

うえ，認可する。 

確保の内訳 
目標値 

（２９年度末）
これまでの 
確保数計 

目標値までの
残数 

幼稚園の認定こども園移行 
既存保育所の増改築・分園 
認可保育所の新設等 

４００ ３８７ 

５０ 
認可外施設の認可化移行 
小規模保育事業等の新設 

５９０ ５５３ 

合  計 ９９０ ９４０ ５０ 

次年度予算において，３０人分については，老朽化に伴う増改築に併せ定員増（３施設）

により，２０人分については，「利用定員の弾力化」の活用により目標達成見込み 

手 

続 

き 

の 

流 

れ 



●事業者選定審査結果の概要 

施設名称（仮称） ひので保育園 ひじり認定こど

も園 

認定こども園 

釜井台 

認定こども園 

清愛幼稚園 

ゆめキララ保育

園ひらいで 

ひのおかナーサ

リー 

類型 保育所 幼保連携型認定こども園 地域型保育事業（小規模Ａ型） 

開所予定 平成 31 年 3 月 平成 30 年 9 月 平成 31 年 4 月 平成 31 年 4 月 平成 31 年 3 月 平成 31 年 3 月 

法

人

情

報 

法人名称 社会福祉法人 

ともの会 

学校法人 

池田学園 

学校法人 

やまざき学園 

学校法人 

清愛学園 

株式会社キープ

キャリエール 

学校法人開陽舎 

主な事業内容 あさひの保育園

の運営 

聖幼稚園，聖末広

幼稚園の運営 

釜井台幼稚園の

運営 

清愛幼稚園の運

営 

ゆめキララ保育園

ゆいの杜の運営 

ひのおか保育園

等の運営 

定

員 

1 号（満 3歳/3 歳

/4 歳/5 歳⇒計） 

― 0 名/22 名/22 名

/22 名⇒66名 

20 名/80 名/80 名

/80 名⇒260 名 

5 名/10 名/10 名

/10 名⇒35名 

― ― 

2 号（3 歳/4 歳/5

歳⇒計） 

23 名/24 名/24 名

⇒71名 

13 名/13 名/13 名

⇒39名 

20 名/20 名/20 名

⇒60名 

5 名/5 名/5 名 

⇒15 名 

― ― 

3 号（0 歳/1 歳/2

歳⇒計） 

9 名/12 名/18 名

⇒39名 

9 名/12 名/12 名

⇒33名 

12 名/15 名/18 名

⇒45名 

0 名/5 名/5 名 

⇒10 名 

3 名/6 名/10 名 

⇒19 名 

3 名/6 名/10 名 

⇒19 名 

合計 110 名 138 名 365 名  60 名 19 名 19 名 

施設所在地 東簗瀬 1-17-2 下反町町 304 下岡本町 4548-4 西 3-5-11 平出工業団地 30-9 竹林町 804 

区域 本庁 南西部 北東部 本庁 本庁 北東部 
設置主体の資格につ

いて 

・児童福祉法，認定こども園法等に規定する欠格事項に該当しない 

・施設長が保育所等における２年以上の経験等を有すると認められる ⇒ 上記全ての設置主体が適合 

施設整備・運営関係 区域，法的制限，定員及び設備構造，職員体制，事業継続性 ⇒ 上記全ての施設が適合  

総合判定 外部専門委員による審査の結果，上記全ての事業者につき選定可能とされたことを受けて，宇都宮市児童福祉施設事

業者選定委員会において，認可事業者として妥当と判断した。 

別 紙 １ 


